
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類

（反映する、反映しな

い、要検討）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有、意見照会、不

要）

対応内容 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を「有」から「無」に変更する必要があるため、

対象車両を出力する機能を追加する方針です。本方針に対して、それぞれご意見をお願

いいたします。

①賛成

②反対

＜名義変更時に電子通知希望「有」の対象者を出力する機能＞

登録車両の納税義務者又は名義人に変更があった場合は、電子通知希望「有」の対象車

両を抽出し、リストで出力できること。

※項番1.2.33.の下に「納通の電子化」に係る機能を追加し、上記要件を記載予定
反対

旧名義人の電子通知希望を「有」から「無」に変更

すること自体は賛成です。紙ベースのみの納通発行

をしている現在でも短期間に大量に実施が求められ

るため、本市では時間外勤務により対応していま

す。納通電子化は、従来の紙ベースに加え電子納通

の発行も実施することとなります、それに加え現在

の事務局（案）では、新たに職員がシステムに手入

力する業務が発生すると思われるため、事務局

（案）には反対です。自動更新ができかつその後経

緯を表示し自治体間で共有できる機能など、職員に

新たな手作業（労力）が発生しない仕組み・機能の

標準化が必要です。標準化全般についても事務の担

い手の地方自治体の状況を調査・把握した上で、標

準化の目的である業務の効率化、担い手である地方

自治体の労力をいかに削減し、大量の事務を効率よ

くかつ正確に実施するにはどうしたらよいかといっ

た視点で国において、業務（案）の作成をしていた

だけると幸甚です。

賛成 名義変更時に電子通知希望を併せて変更するの

であれば、必要な機能だと考える。
賛成 賛成 特に意見なし 賛成 対象車両の出力は電子通知希望を変更する上

で必要な機能だと考えられるため
賛成 賛成

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を

「有」から「無」に変更する必要があるので

あれば、本方針に賛成。

賛成

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を

「有」から「無」に変更する必要があるので

あれば、対象車両を出力する機能の追加は必

要と考えますが、そもそも電子納通発送希望

があった車両について、名義変更がなされれ

ば希望「有」も自動で無効になるるという機

能があるのが理想です。

更に言えば、電子納通の希望有無の管理は車

両単位でなく納税義務者単位で行うことが望

ましいという認識です。

賛成 賛成 － 特に意見はございません。 賛成 賛成 異論ございませんが、リストの出力形式はど

のような形式でございますでしょうか。
賛成 電子通知希望（有／無）を車両情報管理とし

たことに疑問があるため、回答できません。
賛成 賛成

紙納付書が必要な対象者に対して、電子通知

を行うことは策なければならないならば、電

子通知希望を変更する対象を抽出できる機能

は必須と考えています。

賛成
あってもよいが通常は以下で追加予定の仕様

で、名義変更異動時に都度無に更新するため

使用用途は無い。標準オプションで追加可。

電子通知希望の単位について、

機能要件は車両単位、帳票要件が義務者単位に読み取れます。

※機能要件が車両単位の想定で記載されているので、その前提で記載しています。

地方税における電子化の推進に関する検討会で

の検討結果より、電子送付の希望有無は、

eLTAX電子納税通知システムから納税通知書単

位（車両単位）で連携されるため、車両情報で

の管理としています。

機能実装に対する意見は、概ね賛成であるた

め、当初案の通り実装必須機能（適合基準日

R9.3.1）として追加いたします。

なお、構成員意見を踏まえて、標準オプション

機能として、以下機能を追加いたします。

・リストに基づき自動更新できる機能

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を「有」から「無」に変更する必要があるため、

上記の対象者に対し、税システム側の情報を取り消す機能を追加する方針です。本方針

に対して、それぞれご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜電子通知希望を取り消す機能（税システム側）＞

登録車両の納税義務者又は名義人に変更のあった電子通知希望「有」の対象車両に対

し、車両情報の電子通知希望を個別及び一括で「無」に変更できること。

※項番1.2.33.の下に「納通の電子化」に係る機能を追加し、上記要件を記載予定
賛成 必要な機能と思料されるため 賛成 同上 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 効率的に業務を行う上で対象車両の電子通知

希望を一括で変更できる機能は望ましいため
賛成 賛成

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を

「有」から「無」に変更する必要があるので

あれば、本方針に賛成。

賛成 同上 賛成 賛成 － 賛成 併せて、電子納通用識別子の削除が必要と考

えます。
賛成 賛成 異論ございません。 賛成 電子通知希望（有／無）を車両情報管理とし

たことに疑問があるため、回答できません。
賛成

名義変更による電子通知希望の取り消しは発

生し得ると考えられるため、取り消し機能が

必要であることには賛成。

一括での変更については、大規模自治体向け

のとしてオプション機能でよい。

賛成
電子通知希望を手作業で変更するのは労力が

かかるので、一括で変更する機能は必要と考

えています。

賛成 名義変更異動時に無とする運用は元から想定

していたため問題なし。
反対

名義変更前車両の電子納通希望有無は、「無」にする必要がないと考えます。

翌年度は、変更前名義人で課税されるわけではなく、変更後名義人で課税されることに

なるので、変更前名義人の納通自体の発行はないと思います。

また、同年度内に名義人A（R7課税あり ※）→名義人B（賦課期日跨がない異動で課

税なし）→名義人A（R8課税あり）と名義変更することも多々あります。（※）の時点

で、電子納通希望を「有」としていた場合、名義人は翌年度も電子納通が来ると思って

いるはずが、この仕様により自動で電子納通希望が「無」と変更されてしまい、紙の納

通が届いて住民を混乱させることになると考えます。

上記を踏まえた上で電子希望有無を「無」にする必要がある場合、電子納通希望有無は

車両単位での運用を想定しているものと解釈しておりますので、運用を考慮し、「①賛

成」とします。なお、1件1件個別での更新は運用への負担が大幅に増加する恐れから、

ユーザの納得を得ることは難しいのではないかと考えております。一括での変更につい

て、「①賛成」と考えております。

車両単位での運用は現実的ではないと考えておりますので、義務者単位での電子通知希

望とすることを強く希望します。

機能実装に対する意見は、概ね賛成であるた

め、当初案の通り実装必須機能（適合基準日

R9.3.1）として追加いたします。

なお、構成員意見を踏まえて、本機能に、以下

機能を追加いたします。

・電子納通用識別子の削除機能

※電子納通用識別子は「納税通知書等の電子化

における見積参考資料（別冊CSVレイアウト

案）」の記載に合わせて、団体別仮名識別子へ

名称を修正しています。

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を「有」から「無」に変更する必要があるため、

上記の対象者に対し、eLTAX側の情報を取り消す機能を追加する方針です。本方針に対

して、それぞれご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜電子通知希望を取り消す機能（eLTAX側側）＞

登録車両の納税義務者又は名義人に変更があった電子通知希望「有」の対象車両に対

し、電子通知希望の取消情報を作成し、CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できるこ

と。

※機能ID0130218の下に追加予定

賛成 必要な機能と思料されるため 賛成 同上 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 eLTAXの情報を取り消すためには必要な機能

であると考えられるため
賛成 賛成

名義変更後、旧名義人の電子通知希望を

「有」から「無」に変更する必要があるので

あれば、本方針に賛成。

賛成 同上 賛成 賛成 － 反対

eLTAX側では電子通知希望の有無は管理・保

存しておりません。そのため、eLTAX側の電

子通期希望情報を取り消す機能は不要です。

ご質問にも記載されている、地方団体側から

通知IFSに電子納通の登録をしなければ納税義

務者へ電子納通は送信されないというご認識

についてもそのとおりです。

なお、基幹税務システムでは対象車両の納税

通知書に紐づく電子納通希望申請を「無」に

変更し、電子納通用識別子を削除する機能は

必要な認識です。

賛成 賛成 異論ございません。 賛成 電子通知希望（有／無）を車両情報管理とし

たことに疑問があるため、回答できません。
賛成 反対

税システム側で管理できていれば問題ない気

がします。

eLTAX側も同様に変更する機能を追加するの

は運用上、手間ではないでしょうか。

賛成 必要な機能と思われるため問題なし。 反対

以上の通り、名義人がA→B→Aとなったときに再度申請が必要になると考えておりま

す。また、納税通知書自体発行されないため、取り消す必要はないと考えております。

電子通知希望の変更による再申請が必要となることで、電子通知を想定していたが、紙

の通知書が送付された、などのトラブルに繋がることも考えられます。

eLTAX側では電子通知希望の有無は管理・保存

していないため、本機能は追加いたしません。

上記内容は、帳票ID0130009車両異動登録一覧にも関連するため、帳票概要（帳票の用

途）に「電子通知希望（有/無）」を追加する方針です。本方針に対して、それぞれご意

見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜修正内容＞

入力内容のチェックのため車両台帳情報の異動入力が行われた対象について、軽自管理

番号、車両番号（標識番号）、種別、車台番号、宛名基本情報、異動事由、異動年月

日、処理年月日、総排気量又は定格出力、最高出力、初度検査年月、電子通知希望（有/

無）等を記載した一覧。

期間及び異動区分等を指定して作成を行う。

賛成 必要な機能と思料されるため 賛成 同上 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 業務を行う上でチェックリストへの希望の有

無の出力は必要だと考えられるため
賛成 賛成 帳票に関連するため賛成。 賛成 賛成 賛成

当該帳票は印字項目が多く、「電子通知希望

（有/無）」欄を新に設けることが困難である

ため、「電子通知希望（有/無）」が分かる記

載(※)であれば可としていただきたいかつ、可

とする場合は、その旨諸元表に補記をお願い

したいと考えます。

※

例）電子通知希望「有」の場合は、その旨が

分かるマークを該当車両の行に印字する等

（マークについては、支援措置等では使われ

ていないものを使用）

特に意見はございません。 賛成 賛成 異論ございません。 賛成 電子通知希望（有／無）を車両情報管理とし

たことに疑問があるため、回答できません。
賛成 賛成 内部帳票でも管理できた方が良いかと思いま

す。
賛成 車両情報の異動に係る内容なので問題なし。

帳票要件の記載に対する意見は、概ね賛成であ

るため、当初案の通り実装必須機能（適合基準

日R9.3.1）として追記いたします。

また、電子通知希望「有」の場合は、その旨が

分かるマークを該当車両の行に印字する等も可

とする旨、備考に記載いたします。

反映する 修正 共有

新規機能ID:0130223～0130225に記載の「納税義務者情報（電子通知希望の有無）の更

新」は誤植であり、正しくは、「車両情報（電子通知希望（有/無））の更新」であるた

め、修正しています。

― 意見なし 問題ありません。 特に意見はございません。 承知しました。 異論ございません。

誤植ではないと思います。

4月下旬時点の意見照会では、納税義務者情報管理に

「電子通知希望（有/無）」を追加する記載となってい

ました。今回の意見照会で「電子通知希望（有/無）」

が車両単位での管理に変更されているが、車両単位で

管理する必要があるのか。納税義務者で管理した場合

でも、今回の意見根拠である名義変更が発生した際に

変更後の納付者Zが電子通知希望を登録していなけれ

ば、N+1年度は電子通知扱いとはならない認識であ

る。

例えば、複数台所有する法人や個人が電子通知の申請

をする場合、申請回数は１回（どの通知書で申請して

も同じ結果になる）を想定しているのか、それとも車

両毎に台数分申請することを想定しているのか。

また、車両情報管理とした場合は納税義務者BがN年度

に電子通知希望有りで登録し、Ｎ＋1年度に新たに車両

を取得した場合、Ｎ＋1年度は新たに取得した車両のみ

納付書を送付することを想定しているのか。

指摘事項はありません。

地方税における電子化の推進に関する検討会で

の検討結果を踏まえて、eLTAX電子納税通知シ

ステムより電子送付の希望有無は、納税通知書

単位（車両単位）で連携されるため、車両情報

での管理としています。

そのため、当初共有事項の通り修正いたしま

す。

WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（P市）ご回答欄 WT構成員（Q市）ご回答欄 WT構成員（R市）ご回答欄 WT構成員（S市）ご回答欄

対応方針

WT構成員（K市）ご回答欄 WT構成員（L市）ご回答欄 WT構成員（M市）ご回答欄 WT構成員（N市）ご回答欄 WT構成員（O市）ご回答欄WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（G市）ご回答欄 WT構成員（H市）ご回答欄 WT構成員（I市）ご回答欄 WT構成員（J市）ご回答欄WT構成員（B市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄WT構成員（A市）ご回答欄対応方針

意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

業務
（選択肢から選

択）

機能ID

要検討 要検討 意見照会

軽自動車税

③：現行システム

では使用していな

い機能

車両台帳情報の履歴管理など何かしらの手法で、

車両番号（≒軽自管理番号）と課税年度賦課年度

と納税義務者宛名番号を紐づけて、ユニークな情

報とする必要がある。

車両情報(ID:0130217の各項目）には、納税義務者

情報や課税年度情報は含まれていないため、A市に

おいて車両番号XについてN年度における納税者Y

が電子通知希望したとしても、A市のN＋1年度の

車両Xの納税者はYでない可能性が多分にある（N

年度中の名義変更等）。N＋1年度の納税者Zは電

子通知希望しておらず納付書必要なのに、電子通

知有として紙納付書省略するのは法違反。

新規機能ID:0130223～0130225では「納税義務者

情報（電子通知希望の有無）」と記載あることと

矛盾。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準

拠・外部機関（eLTAX

等）への対応

・車両台帳情報の履歴

（備考）

電子納通用識別子が含まれた車両情報に関し

て、0130207の各項目に変動がなくても、名

義人情報ないし納税義務者情報の各宛名番号

に変動がある場合には車両台帳情報の履歴を

作成し、電子納通用識別子に紐づく宛名番号

が最新の義務者と不一致の場合には、最新の

車両台帳情報においては電子通知希望を無に

し、電子納通識別子は無にできること。ただ

し、宛名番号の関連付け処理（税務共通機能

ID0160012）に伴う変動の場合は除く。

①：新規意見①：要件追加0130217


